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はじめに

我が国におきましては、女性の社会参画と晩婚化により出生率の低下が進行

しており、平成16年の合計特殊出生率は、1.29と少子化傾向に歯止めがかか

っておりません。様々な少子化対策が展開されてはおりますが、残念ながら十

分な効果を発揮しているとは言いがたい現状にあります。

また、核家族化が進んでおり、すでに現在の親の世代が少子化社会の中で成

長してきたことにより、子育てに不安を感じている女性が多いという現実があ

ります。

厚生労働省は、平成4年度から子育て支援の一環として出産前小児保健指導

（プレネイタル・ビジット）事業を開始しました。この事業は、妊産婦やその

家族に対して、産婦人科医と小児科医が連携して、小児科医が育児指導や育児

相談を行うことにより、育児不安を解消するとともに、良好な親子関係の育成

を図ることを目的としています。

日本医師会でも、この事業を少子化対策の重要施策の一つとして位置づけ、

平成13年度に全国各地域でモデル事業を実施する等、その普及を呼びかけて

きましたが、平成16年度の実施市町村数は30余に過ぎない状況です。

出産直後に多いといわれている子どもの虐待の防止のためにも、母と子が心

身ともに健康で生活できるよう、地域の中で子育てをあたたかく見守り、支援

していく必要があり、その意味でもこの事業の持つ意義は大きいと思います。

本事業のより一層の普及・啓発のために、平成16年に日本医師会乳幼児保健

検討委員会において「出産前小児保健指導事業（プレネイタル・ビジット）Q&A」

を作成しましたが、この度、厚生労働省の補助金が交付金に改められたこと等

を踏まえて改定いたしました。この小冊子を参考にしていただき、より多くの

医師会が市町村に働きかけて本事業に取り組んでいただけるよう期待いたします。

「子は国の宝」であり、子どもの数が増えて社会全体で楽しい子育てができ

るような時代が来ることを願っています。

平成18年2月

日本医師会常任理事 伯井　俊明
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出産前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）モデル事業報告
雪下　國雄（日本医師会常任理事）
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妊産婦等を対象に妊産婦のもつ育児不安を解消するために、小児科医等が育児に

関する保健指導を行うことにより、こうした不安の解消を図るとともに、生まれ

てくる子どものかかりつけの医師の確保を図るものです。

出産前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）事業とは何ですか？1
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出産前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）事業Q&A

医師又は市町村長が、育児不安が高いなど保健指導を必要と認めた妊産婦、配偶

者等の家族です。

対象者はだれですか？3

事業の実施主体は市町村（特別区）です。市町村は医療機関へ委託することがで

きます。医療機関に委託を行う場合は、地域医師会と十分協議し、適切な医療機関

を選定することとされています。なお、あらかじめ市町村と医療機関が委託契約

を締結しておく必要があります。

市町村（特別区）が、次世代育成支援対策推進法に基づく地域行動計画に、出産

前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）事業の実施を掲載し、事業に取り組む

場合、市町村（特別区）に交付される「次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）」

の支給対象となります。

※従来の「児童環境づくり基盤整備事業補助金」は、平成17年度より「次世代育成支援対策

交付金（ソフト交付金）」として交付金化されました。

事業の実施主体は、誰ですか？2
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産婦人科医は、医療機関に委託して行う妊婦健康診査（妊娠後期が望ましい）等

において、小児科医等による保健指導を必要と認めた場合には、既往症及び家族歴、

妊娠の経過等を記入した出産前後小児保健指導紹介状（以下「紹介状」という。）

を妊産婦等に交付するとともに、市町村に当該妊産婦の状況について連絡します。

産婦人科医はどのように小児科医を紹介するのですか？5

出産前後小児保健指導受診票（以下「受診票」という。）を交付します。母子健康

手帳の交付時に交付するほか、必要に応じ、随時交付しますが、受診票の交付は

1人1回限りとします。

市町村は何をするのですか？4
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出産前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）事業Q&A

紹介状を持参した妊産婦等に対して、育児不安の解消に努めるとともに育児に関

し指導します。保健指導を行った場合には速やかに指導結果を市町村長に報告し、

原則として、紹介元の産婦人科医へも指導結果を連絡します。

小児科医は何をするのですか？6

産婦人科医からの紹介がない場合であっても、小児科医等の委託医療機関が産婦

人科医と連携をとり、妊産婦の保健指導を行った場合または市町村長が当該妊産

婦等について、小児科医等の指導が必要であると判断し、小児科医等を紹介した

場合も本事業の対象となります。産婦人科医と十分な連携を図るとともに、速や

かに市町村長に指導結果を報告する必要があります。

産婦人科医の紹介がない場合どうしますか？7



6

事業に取り組みたいのですが、どうすればよいですか？8

市町村の主管課（母子保健担当課等）へ相談してください。

必要があれば日本医師会へお問い合わせください。
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出産前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）
モデル事業報告
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出産前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）事業Q&A
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図1 広報活動の方法（回答：42医師会 複数回答）

雪下　國雄（日本医師会常任理事）

（日医雑誌第130巻・第4号より抜粋）
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図2 小児科医による指導時期（回答：38医師会）
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図3 小児科医による指導件数（複数回答）



9

出産前小児保健指導（プレネイタル・ビジット）事業Q&A
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図4 産婦人科医・小児科医の意見（複数回答）
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図5 産婦人科医・小児科医の主な意見・要望のと
りまとめ（回答：33医師会　自由記載）
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図6 育児指導を受けた母親等の意見（回答者：730名
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おわりに

不安軽減・役に立った 
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出産後の指導の実施 
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小児科医の母親学級への関与 

手軽に相談できる仕組み 

父親も一緒に 

産婦人科でのPRを積極的に 
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図7 育児指導を受けた母親等の意見・要望等のとりまとめ（回答：27医師会　自由記載）
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